
加古川シネマクラブ会則 
［第１章 総則］ 

第１条（名称） 

 私たちは、「加古川シネマクラブ」と称します。 

第２条（所在） 

 私たちの事務局は、加古川市または加古川市隣接市町に置きます。この団体の所在地を代表委員居住地に置きます。 

第３条（目的） 

 私たちは、私たちの会費により運営する非営利団体です。私たち自らの力で加古川地域で良い映画と接する機会を設け、

また映画を愛する人を支援・顕彰し、地域の振興と映画文化の発展に貢献することを目的とします。 

第４条（活動） 

 私たちは、第３条の目的を達成するために、次の各号の活動を行います。 

 （１）会員を対象とした映画鑑賞会の開催 

 （２）映画文化の理解を広めるため、会報などを通しての情報の収集と発信 

 （３）映画作品または映画関係者の顕彰、ならびに映画の制作や上映活動の支援と協力 

 （４）その他、私たちの目的達成に必要な活動 

［第２章 会員］ 

第５条（会員） 

 この会の目的と活動に賛同する方は、所定の入会手続きの完了をもって、私たちの会員となります。 

第６条（入会） 

 私たちの会員になろうとする方は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、代表委員に提出するものとします。そして、 

４箇月分（２,０００円）以上の会費の納入をもって入会手続きの完了とします。 

第７条（会費） 

１ 会員は、２箇月ごとに１,０００円の会費を納入しなければなりません。 

２ 会費は前納とし、納入した会費は返却しません。 

３ 会費の納入方法は、入会時を除き原則として郵便局自動払込、又は年度当初現金一括支払いとします。 

４ 自然災害又は感染症流行などにより、この会の活動の全部又は一部を停止している期間については、会費の減免を受

けることができます。減免の内容については、総会の議決をへなければなりません。この規定にかかわらず、やむを得

ない理由により会費の減免が必要なときは、代表委員が運営委員会の議決をへて、次回総会の開催までの期間の会費の

減免の内容を決めることができます。 

第８条（会員の資格の喪失） 

会員が次の各号の一つでも当てはまる場合は、その資格を喪失します。 

（１）本人から退会の申し出があったとき 

（２）会費の納入を怠ったとき 

（３）除名されたとき 

第９条（退会） 

会員は、退会届を代表委員に提出することで、自由に退会することができます。 

第１０条（除名） 

 会員が、私たちの名誉を傷つけ、または目的に反する行為をした場合は、総会の議決により除名することができます。

この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければなりません。 

［第３章 役員］ 

第１１条（種別および定数） 

 私たちは次の役員を置きます。 

 （１）代表委員 若干名 

（２）事務委員 若干名 

（３）運営委員 この会を運営する上で必要な人数 

 （４）監査委員 若干名 

第１２条（選任等） 

１ 役員は、総会において選任します。ただし、運営委員は、運営委員会の議決により選任することができます。 

２ 監査委員は、代表委員、事務委員または運営委員を兼ねることができません。 

第１３条（職務） 

１ 代表委員、事務委員および運営委員は、運営委員会を構成し、この会の運営を行います。 

２ 代表委員は、私たちを代表し、この会を総理します。 

３ 事務委員は、会計を含む事務を総括します。 

４ 監査委員は、次に挙げた職務を行います。 

 （１）運営委員会によるこの会の運営状況を監査すること 

 （２）私たちの財産の状況を監査すること 

 （３）前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること 

第１４条（任期等） 

１ 役員の任期は、原則として、次の通常総会までの１年とします。ただし、再任することができます。 

２ 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければなりません。 

第１５条（解任） 

 役員が、次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により解任することができます。この場合、その役員に対

し、議決の前に弁明の機会を与えなければなりません。 

 （１）心身の都合で、職務を続けることができないと認められるとき 

 （２）職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき 



［第４章 会議］ 

第１６条（会議の権能） 

１ 総会は、この会の最高議決機関であり、以下の議題について議決します。 

 （１）当初の活動計画と収支予算 

 （２）活動報告と収支決算 

 （３）役員の選任、解任 

 （４）会則の変更 

 （５）その他、この会の運営に関する重要事項 

２ 運営委員会は、この会の運営について協議し、以下の議題について議決します。 

（１）総会の議決した事項の執行に関する事項 

（２）その他、総会の議決を必要としない運営に関する事項  

（３）総会にかける議案 

第１７条（開催） 

１ 通常総会は、毎年１回開催します。 

２ 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催します。 

（１）運営委員会が必要と認め、招集の請求をしたとき 

（２）会員総数の３分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき 

（３）第１３条第４項第３号の規定により、監査委員から招集があったとき 

３ 運営委員会は、必要に応じて開催します。 

第１８条（招集）  

１ 総会は、以下のように招集します。 

 （１）前条第２項第３号の場合を除き、代表委員が招集します。 

 （２）総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面等により、少なくとも７日 

前までに通知しなければなりません。 

２ 運営委員会は、代表委員または事務委員が召集します。 

第１９条（議長） 

１ 総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選出します。 

２ 運営委員会の議長は、その運営委員会に出席した委員の中から選出します。 

第２０条（定足数） 

 総会は、会員１０人以上の出席か会員総数の３分の１以上の出席のいずれかを満たさなければ開会することができません。 

第２１条（議決） 

１ 総会における議決事項は、第１８条第１項第２号の規定によってあらかじめ通知した事項とします。ただし、会員か 

らの緊急動議を認めます。 

２ 総会の議事は、この会則に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決め、可否が同じ数のときは、議長 

が議決します。 

３ 運営委員会の議事は、出席した委員の３分の２以上をもって議決します。 

第２２条（表決権等） 

１ 会員の表決権は、平等とします。 

２ やむを得ない理由のため総会（または運営委員会）に出席できない会員（または委員）は、あらかじめ通知された事 

項について書面により表決し、または他の会員（または委員）を代理人として表決を委任することができます。 

３ 前項の規定により表決した会員（または委員）は総会（または運営委員会）に出席したものとみなし、第２０条、第 

２１条および本条第１項を適用します。 

［第５章 資産および会計］ 

第２３条（資産の管理） 

 私たちの会費などの資産は、事務委員が管理します。 

第２４条（活動計画および収支予算） 

 私たちの活動計画およびこれに伴う収支予算は、事務委員が作成し、総会の議決をへなければなりません。 

第２５条（暫定予算） 

 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表委員は、運営委員会の議決をへて、

予算成立の日まで前活動年度の予算に準じ収入支出することができます。 

第２６条（予算の追加および更正） 

 予算作成後にやむを得ない事態が生じたときは、運営委員会の議決をへて、既に定めた予算の追加または修正を行うこ

とができます。 

第２７条（活動報告および決算） 

１ 私たちの活動報告書、収支決算資料などの決算に関する書類は、毎活動年度が終了後、すみやかに事務委員が作成し、 

監査委員の監査を受け、総会の議決をへなければなりません。 

２ 決算で剰余金が生じたときは、次の活動年度に繰り越すものとします。 

第２８条（活動年度） 

 私たちの活動年度は、毎年４月１日に始まり、３月３１日に終わります。 

［第６章 雑則］ 

第２９条（細則） 

 この会則の施行について必要な細則は、運営委員会の議決をへて、代表委員がこれを定めます。 

附 則 

 この会則は、２００２年５月２２日から施行します。 

 この会則は、２０２０年４月１８日に改正し同日から施行します。   

この会則は、２０２２年４月２３日に改正し同日から施行します。  


